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「トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議」規約 

 

 

（名称） 

第１条 本会議は、「トラック輸送適正取引推進パートナーシップ会議」（以下、「会

議」という。）と称する。 

 

（目的） 

第２条 本会議は、荷主、元請事業者、下請事業者の協働により、トラック運送業にお

ける適正取引を推進するため、望ましい取引形態の普及、問題となる取引形態の

防止等を図ることを目的とする。 

    

（組織） 

第３条 会議は、学識経験者、消費者団体、労働団体、経済団体、荷主企業、貨物運送

事業者団体、貨物運送事業者、行政機関等の各員（以下「委員」という。）をも

って構成する。 

  ２．会議には、委員の互選により議長及び副議長を置く。 

  ３．議長は、議事その他の会務を統括する。 

  ４．議長に事故あるときは、副議長がその職務を代行する。 

 

（会議及び活動事項）  

第４条 会議は目的達成のため荷主との協働による次の活動を行う。 

    （１）燃料サーチャージ制の導入等健全な運賃水準確保に関すること 
（２）安全運行の確保に関すること 

       （３）輸送効率の改善等生産性の向上に関すること 

    （４）その他 

 

（会議） 

第５条 会議は、必要に応じて議長が召集する。 

    ２．議長は必要に応じ、会議に委員以外の者をオブザーバーとして出席させること

ができる。 

 

（ワーキンググループ） 

第６条 会議には、第４条（会議及び活動事項）に掲げる事項に関して専門的に検討を

行う機関としてワーキンググループ（以下、「ＷＧ」という。）を置くことがで

きる。 

  ２．ＷＧは、議長が指名した委員により構成する。 

  ３．ＷＧには、ＷＧ委員の互選による座長を置く。 

 

（事務局）  

第７条 会議の運営に関する事務は、国土交通省自動車交通局貨物課及び社団法人全日

本トラック協会が共同で行うものとする。 
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（その他） 

第８条 この規約に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項はその都度協議し、

決定する。 

 

 

（附 則） この規約は、平成２０年５月２８日から施行する。 


